
都立光丘高等学校経営企画室 

就学支援金の７月申請について 

 日頃から本校の学校教育活動へのご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 さて、本校ではマイナンバーによる就学支援金の申請により、就学支援金手続きの簡素化を行っております。すでにマイナンバーで就学支援金を

申請し、認定されている方に関しては原則としてお手続きは必要ありません。下記フローチャートでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しい提出書類と書類の入手方法については裏面でご確認ください。 

※１学年申請者の書類は現在審査中です。審査結果が判明次第（９月８日予定）別途ご案内いたします。 

マイナンバー以外 

マイナンバー 

平成 31年 1月から 

令和２年 1月の間に 

 引っ越しを 

してない 

③申請書類一式の提出が必要！ 

課税証明書や生活保護受給証明書などを

提出してもらう必要があります。 

ご自宅に書類を郵送いたします。 

②申請書の提出が必要！ 

経営企画室へ書類を取りに来てください 

今回の就学支援金 

申請しない 
④不申請意向確認書の提出が必要！ 

ご自宅に書類を郵送いたします。 

申請する ⑤申請書類一式の提出が必要！ 

マイナンバーまたは課税証明書などを 

提出してもらう必要があります。 

経営企画室へ書類を取りに来てください 

※ご自宅には不申請意向確認書のみ郵送します。 

審査書類 

前回の就学支援金 

※１学年申請者は審査中 
① 手続き不要 

した 

認定 

不認定 

不申請 


